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TEL：098-866-2280

〈はじめに〉

肥料については、世界各国の需要拡大、原油価格の高騰、ウクライナ情勢等国外情勢により価格が高騰しておりますが、価格上
昇した経費を販売価格へ転嫁できないことで、県内農業者の経営を直接圧迫しております。そこで、国の肥料高騰対策支援に上乗
せとして、沖縄県肥料価格高騰緊急対策事業補助金において、県内農業者が負担する肥料購入経費の一部支援（具体的には、県
内農業者が肥料購入費として負担する経費に対して、補助事業者（事業実施主体）が補助する場合に要する経費）を予算の範囲内
で行うこととします。

補助事業者（事業実施主体）は、誠意をもって事業を遂行しなければならないのはもちろんのこと、補助金交付要綱や県の通知等
に従っていただく必要があり、県はその指導監督を行うこととなっています。
補助事業を行う際は、事前にこの手引きを読み、手順に従って事務を進めていただくようお願いいたします。

○令和4年12月15日一部改正：記載例12P､13P追加及び一
部記載金額訂正
○令和５年３月17日一部改正：春肥スケジュール及び交付申
請書記載例等修正



県

事業実施主体（農業団体等）

参加農業者

①申請（令和４年６月～10月分）
令和４年６月～10月分の肥料注文票等は添付）

②事業計画書
（実施要領）
10月31日～11月
30日

③計画の承認及び内示
12月上旬頃

④交付申請（交付要
綱）12月上旬頃

⑤交付決定
12月上旬～中
旬頃

⑨実績報告

⑩額の確定

⑦概算支払
概算払請求提出後、
２週間程度

⑧支払

⑥概算払請求
交付決定後

10月下旬～
11月下旬

⑪精算払請求

⑫支払

精算払請求後、２
～３週間程度

１ 申請から支給までの手続き（令和４年秋肥）※終了しました

申請から支給までの事務手続きは下図のとおりです。
補助事業者である事業実施主体においては、各手続きについて事前に準備を行い、各種報告の提出期限を厳守しなければなりません。

⑧の支払完了後

30日以内⑧の支払資金確保
に時間等要する場合
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県

事業実施主体（農業団体等）

参加農業者

②事業計画書
（実施要領）
４月17日～
６月12日

③計画の承認及び内示

④交付申請（交付要
綱）

⑤交付決定

⑨実績報告
※８月31日提
出〆切

⑩額の確定

⑦概算支払
概算払請求提出後、
２週間程度

⑧支払

⑥概算払請求
交付決定後

⑪精算払請求

⑫支払

精算払請求後、２
～３週間程度

１ 申請から支給までの手続き（令和５年春肥）※スケジュールは変わる可能性もあります。

申請から支給までの事務手続きは下図のとおりです。
補助事業者である事業実施主体においては、各手続きについて事前に準備を行い、各種報告の提出期限を厳守しなければなりません。

⑧の支払資金確保に時
間等要する場合

①申請（令和４年11月～令和５年３月分）
令和４年11月～令和５年２月分の肥料注文票等は添付）

４月～５月
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２ 計画申請から承認と内示について

補助事業者である事業実施主体は、参加農業者から、沖縄県肥料価格高騰緊急対策事業実施要領
（以下「実施要領」という。）様式第２号を内容が適切か確認の上提出させ、実施要領様式第１号（定款
や債権者登録申請等添付）、様式第１－１号、様式第１－２号を作成し、計画申請期間中に、沖縄県へ
提出する。

沖縄県は、計画申請期間中に提出された計画書を審査の上、各事業実施主体へ計画承認及び割当
内示を行う。

○事業計画申請の様式

提出資料の順番

１ 第１号様式

２ 第１－１号様式

３ 第１－２号様式

４ 第２号様式（写）

※様式第１－２号の参加農業者名簿順に並べる

５ 定款等（写）※秋肥申請者は不要

６ 債権者登録申請※秋肥申請者は不要

７ 根拠資料等（肥料購入に係る領収書等、振込手数

料が把握できるもの。）

８ 肥料法に基づく肥料の確認書

※様式第１－２号の参加農業者名簿順に並べる

※ホッチキスは使用せずにクリップ止め等とする。

※特に様式第１－２号の参加者名簿については、電
子データでの提出も依頼します

○様式第１号

○様式第１－１号

○様式第１－２号
○様式第２号
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２ 交付申請から補助金の交付決定について

計画承認及び内示後、補助事業者である事業実施主体は、沖縄県肥料価格高騰緊急対策事業交付要綱（以下「交付要綱」という。）様式第
１号を作成し、沖縄県へ提出する。
沖縄県は、提出された交付申請書を審査の上、内容が適切と認められたものに対し、県知事から交付決定通知書を送付します。

○交付申請書

○様式第１号 ○様式第１号別紙
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提出資料の順番

１ 第１号様式

２ 第１号別紙

３ 第１－２号様式（実施要領）※計画申請の際に提
出したもの

※ホッチキスは使用せずにクリップ止め等とする。



５ 事業の内容変更や中止について

補助事業を遂行する中で、実績額が交付決定額より増える見込みがある場合、または交付決定額に比べて２割以上減る見込がある場合は、
交付決定額の変更手続きを行わなければなりません。また、交付決定の内容または条件に不服がある場合は、交付決定通知をうけた日から
30日以内にその理由を記載した書面を、知事へ提出しなければなりません。

６ 実績報告について

補助事業が完了した場合（参加農業者へ補助金支払まで）は、実績報告書（第５号様式）を県に提出しなければなりません。提出すべき書類
は以下のとおりです。

１ 実績報告書（交付要綱第５号）※参加農業者名簿の実績添付
２ 交付決定通知書の写し

事業が完了した場合は、30日以内に実績報告書を提出してください。なお、遅くとも８月31日までに提出しなければなりません。
定められた期日を厳守しなければ補助金の支払いを受けることができません。

４ 補助金の支払いについて（概算払請求及び概算払支払い）

７ 補助金の支払いについて参照（次ページ）
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○様式第５号 申請資料の順番

１ 第５号様式

２ 第１－２号様式（実施要領）※実績

３ 補助金額が分かる資料（振込金額の確認できる資料等）

※ホッチキスは使用せずにクリップ止め等とする。



７ 補助金の支払いについて ※押印の上提出ください

補助事業者は、事業が完了して、実績報告書提出し、県から補助額の確定通知があった場合に補助金の全額の支払いを受けることができ
ます。【事業完了後】

ただし、本事業において、計画申請及び交付申請で県による確認が済んだ補助金（実績）について、補助事業者が、迅速に立替払すること
が困難等の理由により、希望する場合は、概算払により補助金の支払いを受けることができます。【交付決定後】
支払い手続きについては、精算払請求書（第８号様式）または概算払請求書（第３号）を提出ください。
なお、概算払請求については、補助金見込がある場合、過払い等に繋がる恐れがありますので、県と十分協議の上、手続きを行うこととなり
ますので、御了知ください。

特に振込手数料については、変動が生じる可能性がありますので、不確定要素がある場合は事業実施主体にて立替し、精算払請求にて対
応ください。
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○様式第３号

押印

○様式第８号

押印



８ 書類の整理・保管について

県から支払いを受けた補助金については、他の経費と明確に区分して経理の状況を明らかにするとともに、関係書類については全て、事業
完了日の属する年度の翌年度から５年間保管しておかなければなりません。

また、事業遂行中、完了後においても実地検査により県が内容確認を行う場合があります。補助事業者は、日頃から書類一式の整理・保管
を徹底し、県からの内容確認に対応できるように準備しなければなりません。

【保管すべき書類】
・県からの通知（計画承認、交付決定通知、額確定通知など）
・県に提出した申請書、報告書の写し（計画申請書、交付申請書、実績報告書など）
・県に提出した申請書、報告書等の添付書類原本（領収書、定款など）
・補助事業に係る確認書類原本（領収書、通帳など）
・補助金の収支について記載した帳簿等（帳簿、通帳など）
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９ 主な書類の記載例について（赤枠が記入する箇所です）
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①計画申請書（実施要領様式第１号） ②計画申請書（実施要領様式第１－１号）



９ 主な書類の記載例について（赤枠が記入する箇所です）
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③計画申請書（実施様式第１－２号）



９ 主な書類の記載例について（赤枠が記入する箇所です）
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④計画申請書（実施要領様式第２号）



９ 主な書類の記載例について（赤枠が記入する箇所です）
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⑤交付申請書（交付要綱様式第１号）

※参加農業者への
補助金支払の完了予定日



９ 主な書類の記載例について（赤枠が記入する箇所です）
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⑥概算払請求書（交付要綱様式第３号）

※振込手数料については、変動の可能性があり
ますので、不確定であれば、可能な限り事業実施
主体で立替するよう対応ください。

※事業申請の際に提出した口座
を記入ください。

※押印（代表者印）ください。



９ 主な書類の記載例について（赤枠が記入する箇所です）
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⑦実績報告書（交付要綱様式第５号）

※参加農業者への
補助金支払の完了した日



９ 主な書類の記載例について（赤枠が記入する箇所です）
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⑥精算払請求書（交付要綱様式第８号）

※事業申請の際また概算払請求書で記載した口座
を記入ください。

※押印（代表者印）ください。


